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キリシタン類族改制度と村社会
―臼杵藩の場合―

� 大橋幸泰

はじめに

本稿は、キリシタン棄教者の子孫を監視する類族改制度が、村社会において
どのように機能していたかを追究しようとするものである。そのさい、マレガ
収集文書と大分県の地元の村方文書を組み合わせて検討する。

マレガ収集文書は、藩政史料のなかの大量の類族関係書類によって構成され
ていることが大きな特徴の一つである。これにより、江戸時代を通じて、類族
が徹底的に管理されていた様子を確認できる。出生・死亡・結婚・養子縁組・
離婚・離縁・転居・剃髪・出奔にいたるまで、類族とされた人々は人生の節目
に必ず村役人・藩役人による承認を受けた。

ただし、このことを確認するだけでは、類族は厳しく管理されていたという
評価で終わる。実は非類族も厳重に管理されていたことを見落とすわけにいか
ない。たとえば、つぎの史料はマレガ収集文書のなかにある、非類族に関する
嘉永4年（1851）の届書である

1）
。

一、類族ニ而茂無御座候　　毛井村由平　四拾五歳
　　　　　　　　　　　　 同人　女房　三拾七歳
　　　浄土宗龍泉寺旦那
　此者共、天保七申年罷出申候
一、右同断　　　　　　　　同村喜平太家内　万作　三拾歳
　　同宗同寺旦那
　　此者、天保十四卯年罷出申候
　�右之者共願心ニ付、四国大師順拝罷出申候処、如何相成行候哉、一向様
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子相分不申候間、追而帰国仕候迄、御帳除被仰付被下候様、親類組合之
者共願出申候間、此段奉御窺上候、以上

これは、非類族の毛井村由平夫婦と同村万作という者が、それぞれ天保7年
（1836）・天保14年に四国巡礼に行った後、行方不明になったので、帰国するま
で帳外れにする旨、村役人から藩へ届けるという内容である。

類族への厳重な管理を貫徹するためには、誰が類族で誰が非類族かを見極め
なければならなかったから、類族改制度とは非類族を含めたすべての人々の管
理システムであった。だとすれば、類族だけが「近隣からいつも監視の目を向
けられ、だれにも心を許せずにもがき苦し」んでいた、との理解

2）
は、一面的な

のではなかろうか。実際、類族が自身の待遇について直接語った史料はほとん
どなく、この評価は徹底管理されていたことからの推測にすぎない。類族改制
度が類族とともに非類族の監視も伴うものであったとするならば、非類族も

「だれにも心を許せずにもがき苦し」んでいたことになる。
村社会のなかで類族がどのような立場に置かれていたか。この点について、

単に管理されていたということで終わらせるのではなく、もう少し立ち入って
検討する必要がある。マレガ収集文書はその材料を提供してくれる貴重な史料
群であることは間違いないが、ほとんどが藩政史料であるという制約がある。
幸いなことに、地元大分県には大分県立先哲史料館などに、関連する地

じ

方
かた

史料
が多数存在している。藩政史料（臼杵藩・マレガ収集文書）と地方史料（池見家

文書）を組み合わせて、藩政と村社会を複合的に検討することが可能である。
本稿ではこれらを材料に、類族を取り巻く村社会の状況を考察する。

1．類族の縁組

類族が生きた村社会の様子を考えるといっても、彼ら自身が史料を残してい
るのではないので、その復元はかなりの困難が伴う。他方、類族関係史料には、
縁組に関する書類が多数含まれている。そこで、これを手がかりにまずは類族
の縁組について考えてみよう。

類族の縁組には、第一に類族同士の婚姻があった。たとえば、すゑと伝九郎
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の事例
3）
を見よう。

一、本人同然丹生原村三左衛門孫　　すゑ　　廿三歳
　　　　他領類族ニ出不申候　　　真宗専想寺旦那
一、本人同然丹生原村与兵衛妻玄孫　伝九郎　弐拾九歳
　　　　他領類族ニ出不申候　　　真宗専想寺旦那
　右之者共、縁組仕度由奉願候間、御窺申上候

これは宝暦3年（1753）の婚姻届である。両者が類族であれば、当然のこと
ながらその後も夫婦がともに類族であり続けた。つぎのように、3年後の宝暦
6年の類族名簿には両者とも類族として記載されている

4）
。

原村本人同然与兵衛妻玄孫　伝九郎　子三拾弐歳
　　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　同村伝九郎
原村本人三左衛門孫　　　　女房　子弐拾六歳
　　真宗専想寺旦那　上久所村善三郎妻ゆく娘すゑ

しかし、類族の結婚相手が類族に限られるということはなかった。類族の縁
組の第二は、類族・非類族の婚姻である。たとえば、類族のけさと非類族の庄
六の、享保18年（1733）の事例

5）
を見よう。

一、本人同然丹生原村権三郎孫　　けさ　丑廿歳
　　他領類族出不申候　　　　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　　　　丹生原村
一、御領他領類族ニ無御座候　　　庄六　弐拾七歳
　　今度初而縁組ニ而御座候　真宗専想寺旦那
右之けさ、彼庄六ニ縁組仕度由奉願候間、御窺申上候、已上

宝暦6年の類族名簿では、類族のけさと非類族の庄六は、つぎのように記載
されている

6）
。

　　　　　　　　　　　　同村庄六
原村本人同然権三郎孫　　　女房　子四拾三歳
　　　　真宗専想寺旦那　同村長十郎娘けさ

これによれば、類族のけさのみが名簿に記載される。つまり、庄六はけさの
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立場を表す「同村庄六女房」という形でのみ登場する。しかも「同村庄六」は、
けさの属性を説明する小さな文字である。

これは男性・女性どちらか一方が類族であるという場合である。そのさい、
この婚姻によって非類族が類族になることはなかった。もともと非類族であっ
た者は、類族名簿には、類族の肩書きにその類族の夫や妻として記載されるこ
とはあっても、類族本人としては記載されなかった。

第三に、類族が非類族の養子に入るという縁組があった。
一、久土村本人同然幸之助曽孫　八十治　　当未三拾五歳
　　　　　　　　　　　禅宗当陽寺旦那
　　　　　　　　　　　　　　同村
一、類族ニ而茂無御座候　　　　儀左衛門　同五拾六歳
　�右之八十治、右儀左衛門養子ニ差遣申度旨、奉願候、此段御窺申上候、
以上

文化8年（1811）、類族の八十治が非類族の儀左衛門の養子になった事例
7）
であ

る。この場合も、養父が類族になることはなかったが、類族は養父家でも類族
として把握された。非類族が類族の養子になるという、逆のケースも存在した
が、これについては後述する。

いずれにしても、村社会においては、類族と非類族とは分断されていなかっ
たことがわかる。日常生活上、類族・非類族の混在状態に支障はなかったと思
われる。

2．類族という属性

前節のように、類族の縁組について一瞥したところによれば、類族と非類族
が縁組したとしても、基本的に非類族が類族になることはなかった。とすれば、
類族という属性は家に付くのではなく、人に付くということになる。同一家族
内に類族と非類族が混在している事実からも、類族というのは人の属性である
といえる

8）
。天保2年（1831）正月23日付の「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

9）

という史料を見よう。これは、家族ごとに絵踏を実施したことを確認した書類
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である。類族が非類族の養子に入った事例として、先に見た儀左衛門家の記載
はつぎのようになっている。

禅宗願行寺旦那　　　　久土村　　儀左衛門（印）　七拾六歳
禅宗当陽寺旦那　類族　同人養子　八十治　　　　 五拾五歳
禅宗願行寺旦那　類族　八十治子　柳吉　　　　　 拾壱歳
　　　　　　　　類族　同人子　　善助　　　　　 拾六歳
　　　　　　　　　　　同人娘　　たき　　　　　 拾九歳
　　　　　　　　類族　同人子　　両助　　　　　 弐拾壱歳
　　〆六人　内　男五人　女壱人

儀左衛門家では、類族の八十治が本人同然の曽孫であったため、息子の柳
吉・善助・両助が玄孫ということになり、類族となる一方で、娘のたきは類族
とはならない

10）
。同一家族のなかに、類族と非類族とが混在していることを帳面

上確認できる。
さらに注目されるのは、類族関係史料のなかに「新類族」という語が登場す

ることである。これは、非類族が類族と縁組したときに、ある条件に当てはま
れば、類族になることがあるということを意味する。つまり、縁組によって新
しい属性が付与されるということである。それには二つの場合があった。

第一は、「切支丹」本人・本人同然の子と結婚して、その婿または嫁になっ
た場合である。たとえば、享保7年（1722）の八助としつの事例

11）
を見よう。

　　　　　　　　　　　　　同村
一、本人同然久土村万助子　　八助　寅三十五才
　　他領類族ニ出不申候　光国寺旦那
　　　　　　　　　　　　一木村作左衛門娘
一、御領他領類族ニ出不申候　しつ　寅廿四才
　　　　　　　　　　　　　光国寺旦那
此しつハ八助ニ縁組仕候得者、久土村本人万助娵と新類族ニ可出者ニ而御座
候、右之しつ此度初テ之縁組ニ而御座候

これによれば、類族の八助と結婚した非類族のしつが「新類族」になったと
ある。この場合は、本人同然の万助の子である八助と結婚したためである。宝
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暦6年（1756）の類族名簿の記載はつぎのようになる
12）

。
　　　　　　　　　　　　同村八助
久土村本人同然万助娵　　後家　子　四（五ヵ）拾八歳
　　　　真宗光国寺旦那　一木村作左衛門娘しつ

この場合、享保7年から宝暦6年の間に八助が亡くなったということであろ
う。しつは八助の後家と記載されている。注目するべきなのは、もともと非類
族であった彼女は本人同然万助の嫁と記載されていることである。

孫以下の類族の場合、　縁組した非類族は類族になることなくそのままであ
ったことは先に見た通りであるから、本人・本人同然の子と結婚した者に限り、
非類族が類族になったということである。本人・本人同然の子と結婚した非類
族は、その結婚相手と同格と見なされたということであろう。なお、この場合
は本人・本人同然の子が生きていた時代ということになるので、この条件で新
類族になるのは、本人・本人同然の子が結婚する時代、18世紀前期までとい
うことになる。この事例は、男が類族で女が非類族のときであるが、男が非類
族で女が類族のときの事例

13）
もある。

　　　　　　　　　　　　久土村
一、本人久土村紋四郎娘　　すて　十八歳
　　他領類族ニ出不申候　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　　 　原村
一、御領他領類族ニも無御座候　吉左衛門　弐拾歳
　　此者新類族本人久土村紋四郎聟と可出者御座候、初而縁組
　　　　　　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
　　右之者共縁組仕度旨奉願候、御窺申上候

これは享保3年の縁組で、吉左衛門が非類族、本人の娘すてが類族である。
吉左衛門は本人紋四郎の婿となるので「新類族」となった。

また、類族の男が非類族の女の家に婿として入った事例
14）

は、つぎの通りである。
　　　　　　　　　　　　　　久土村
一、本人同然久土村虎松子　　　三平　未弐拾八歳
　　　　他領類族出不申候　真宗妙蓮寺旦那



352　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

　　　　　　　　　　　　　芝尾村半六娘
一、御領他領類族ニ而無御座候　すま　未十七歳
　　　　　　　　　　　　　浄土宗大橋寺旦那
　　右之すま、三平ニ縁組仕候得者、虎松娵と新類族ニ可出者ニ御座候
　　右之三平、芝尾村半六方入聟望申候間、御窺申上候

これは享保12年の縁組で、本人同然の虎松の子三平が類族だが、非類族の
すまは本人同然虎松の嫁になるので「新類族」となったというものである。三
平が入り婿としてすまの父半六方に入ったうえ、すまは類族となった。

第二は、非類族が類族の養子になった場合である。たとえば、享和3年
（1803）の松治の事例

15）
を見よう。

一、原村本人同然伝三郎玄孫　松治　当亥弐拾三歳
　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
右者丹生原村平人政治弟松治、寛政二戌年七月七日同村類族初右衛門養子
ニ参、寛政十二申年新類族ニ被仰付置候処、此度不縁ニ付、兄政治方ニ引
越申度由、此段御内証御伺申上候、以上

これによれば、本人同然伝三郎の玄孫である松治が類族となったのは、類族
（曽孫）の初右衛門の養子になったからであるが、このたび養子縁組の解消に
なったとある。類族の養子になったのは寛政2年（1790）、「新類族」と認定さ
れたのは寛政12年で、それは同時ではなかったこともこの史料からうかがえる。
類族認定には役所の手続きが必要であり、自動的ではなかった。

この場合、類族の養父のもとに養子に入った非類族は、類族である養父の実
子と同格と見なされたということであろう。なお、養母が類族の場合、非類族の
養子は類族になったのかどうかについては、管見の範囲では確認できていない。

また、類族の「赦免」という語も史料中には見える。つまり、類族という属
性からの離脱である。これにも二つの場合があった。

第一に、男系5代女系3代を越えた場合である。男性類族は玄孫まで、女性
類族は孫までが類族と見なされ、その子は赦免された

16）
。

一、水地村孫十女房玄孫　袈裟右衛門　当酉壱歳
右之者酉七月二日ニ出生、父方之寺真宗尊形寺旦那ニ仕候、此者之兄万作・
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喜八、姉いそ・ふき・たつ、卯年以後出生、万作其後相果申候、相残者共
只今存命ニ居申候、三人ハ玄孫之女子類族御赦免被遊候、此外兄弟無御座
候、以上

この史料は享保14年の本人孫十郎女房の玄孫、袈裟右衛門の出生届
17）

である。
このなかで、袈裟右衛門の兄姉についても触れられていて、兄については同じ
本人玄孫なので類族であるが、3人の姉は類族を赦免されたことが確認されて
いる。

第二に、養子縁組の場合、何らかの理由で不縁になって縁組が解消されると、
もともと類族でなかった者は類族から離脱したものと思われる。先の三平とは
別人物の森村三平の場合

18）
を見よう。

一、森村本人同然宇平治玄孫　三平　三拾弐歳
　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
右之者、丹生原村平人浅七子三平、七年以前森村新右衛門養子ニ参候処、
寛政十二申年新類族ニ被仰付、然処此度不縁ニ付、親浅七方江引取候ニ付、
類族之儀御伺申上候、以上

（朱書）

「類族之儀者、江戸御伺ニ相成候、御伺被為済候上、御役所ゟ御沙汰　被
成候由、御書付御下被成候」

類族の三平の実父は丹生原村の非類族の浅七であった。したがって、もとも
と三平は非類族であったが、森村の類族である新右衛門のところに養子に入り

「新類族」となった。そうしたところ、享和3年（1803）、不縁になって養子縁
組を解消することになったので、三平は実父の浅七に引き取られた。

ここで注目されるのは、「類族之儀」についての問い合わせが申し入れられ
ているということである。この伺に対応するのがその後の朱書である。そこに
は「類族之儀者、江戸御伺ニ相成」とある。つまり、類族を離脱するさいには、

「江戸御伺」という手続きが必要であったことになる。ここでいう「江戸」と
は、臼杵藩の江戸藩邸という解釈もありえるが、藩は類族改の結果について幕
府に逐一報告していたようであるから、幕府である可能性が高い。まだ確証は
得られないが、享和3年分の藩の政務日記「御会所日記」によれば、翌年の藩
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主の「参勤」について幕府要人に問い合わせている様子がうかがえることから、
この年、藩主は国許にいたものと思われる。とすれば、上記の史料の「江戸」
とは幕府のことで、類族のところに養子になっていた非類族が縁組の解消によ
ってもとの家族に引き取られるさい、類族から外す手続きとして、幕府の承認
を得ることが必要であったということになる。

このように、手続きの点で、類族は非類族より煩雑であったことも確かであ
る。誰が類族で誰が非類族なのかの確認は、できるだけ厳密に行われていた。

上記の松治や三平の史料では、縁組解消による類族離脱が実現したかどうか
まではわからないが、つぎの寛政元年（1789）の虎之助の事例

19）
では、もともと

非類族だった者が養子縁組の解消により類族を離れたことがはっきりわかる。
　　　　毛井村権之丞子福良村新助養子（以下破損）（今平子ヵ）

一、本人毛井村作蔵玄孫　虎之助
　　　延享五年辰七月十三日出生
右之者親今平不縁ニ付、寛延三午二月十一日三重野村庄八方江差帰シ申候、
同年十月六日類族御免被成候、虎之助之儀者、父今平義絶仕、三重野村江
引取候ニ付、類族ニ不出旨、宝暦十四申年五月廿五日被仰付候事

寛延3年（1750）、類族の新助（本人作蔵の子権之丞の子、つまり本人作蔵の孫）

の養子今平（本人作蔵の曽孫）が新助との養子縁組を解消し、類族からの離脱
を赦された。その子（本人作蔵の玄孫）の虎之助も（出身地と思われる）三重野
村に引き取られていたが、宝暦14年（1764）、類族を赦されたという

20）
。

以上のことから、類族と非類族との婚姻や養子縁組は特別なことではなかっ
たこと、類族とはあくまで人に付随する属性であり、条件によっては非類族か
ら類族への移動、類族から非類族への移動があったことが、確認できる。

類族には非類族に比べて多くの手続きが必要であったことは確かである。し
かし、こうした手続きの煩雑さを除けば、特別に待遇の差異は存在しなかった
のではないかと考えられる。それを裏付けるものとして、「奇特者」の褒賞を
あげたい。先行研究によって、江戸時代後期、しばしば親孝行や献金・農業出
精などの理由で被治者が治者により褒賞されたことがわかっている

21）
。多くの藩

で、藩政改革の一環として、通俗道徳を鼓舞し、自助努力による秩序維持が企
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図された。臼杵藩でもこのような「奇特者」の褒賞が行われていたようである。
池見家文書のなかに、文化9年（1812）9月15日付の「忠孝奇特之者書付ひ

かえ」と表題のある文書がある。この文書が作成された経緯については不明で
あるが、後日、先例を参照できるよう久土村の手控えとして作成されたものと
思われる。村民のなかで褒賞された者が列挙されている。

ここで注目したいのは、褒賞対象者から類族が排除されていないということ
である。たとえば、幸七の事例

22）
を見よう。

一�、久土村幸七、母老病ニ而不自由罷在候処、幸七余人ニ勝孝養仕候ニ付、
其段申上候処、寛政七卯年六月廿五日為御褒美鳥目壱貫五百文被下之候

これによれば、幸七は寛政7年（1795）、老病で自由のきかない母のために孝
行を尽くしたので、褒美をくだされたとある。この幸七は類族であった。文化
年間（1804～18）の「類族留書」には、つぎのようにある

23）
。

一、久土村本人同然虎松曽孫　幸七　五拾三歳
　此者、善八と改名仕候

幸七は文化10年（1813）4月、善八と改名した。そして、天保2年（1831）の
「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

24）
では、

真宗光国寺旦那　類族　久土村　善八（印）　七拾壱歳
とあるように、改名後の善八の名前で類族である旨記載されている。年代から
判定してもこの幸七と善八は同一人物であるとみてよい。

もう一つ、初三郎ら兄弟の事例を見よう。「忠孝奇特之者書付ひかえ」には
つぎのようにある

25）
。

一�、久土村初三郎・同村八兵衛・同村吉五郎・同村惣八養子伝之助、右四
人兄弟ニ而、同村居住仕、睦鋪農業出精仕候ニ付、寛政十二申年十一月
為御褒美鳥目五百文初三郎、其外三人之者共鳥目三百文宛被下之候

これによれば、初三郎・八兵衛・吉五郎・伝之助の四兄弟は仲良く農業に励
んでいたので、寛政12年、褒美として初三郎には鳥目500文、他の3人には
300文ずつくだされたとある。つぎの史料を見ると、彼らも類族であったこと
がわかる

26）
。

一�、久土村十五郎養父初三郎、当戌七拾五歳ニ而痰相煩、文化十一戌年八
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月十六日病死仕候、此者之祖父同村吉十郎、切支丹宗門本人同然之者ニ

而御座候ニ付、庄屋弁指五人組合之者、旦那寺市尾村禅宗当陽寺住持立
合死骸相改、毛頭不審成儀無御座候ニ付、右之当陽寺取置土葬仕候、則
住持手形相添差上申候、為後日御書物如件

この史料は、文化11年8月付の初三郎の死亡届である。彼は十五郎の養父と
して登場する。これによれば、初三郎は本人同然の吉十郎の孫であった。また、
天明9年（1789）正月付の類族名簿にはつぎのようにある

27）
。

当陽寺旦那　同村小兵衛子同村惣八養子
久土村本人同然吉十郎孫　伝之助　弐拾九歳
……
当陽寺旦那　同村小兵衛子団吉養子
久土村本人同然吉十郎孫　初三郎　五拾歳

（朱書）

　 「光国寺旦那　同村治郎七子源之丞子初三郎養子
　　久土村本人同然五郎曽孫　十五郎　弐拾四歳」
当陽寺旦那　同村小兵衛子
久土村本人同然吉十郎孫　利三郎　三拾五歳
……
当陽寺旦那　同村小兵衛子同村喜兵衛養子
久土村本人同然吉十郎孫　吉五郎　三拾弐歳

ここには、褒賞された4兄弟のうち、初三郎・吉五郎・伝之助が同じ名前で
類族として記載されている。伝之助が惣八の養子である旨記載されていること
や、初三郎のところに朱書で初三郎の養子として十五郎が記載されていること
から、この初三郎が先の死亡届の初三郎と同一人物であることがわかる。本人
同然が吉十郎であることも先の初三郎の死亡届に記載があり、矛盾しない。褒
賞された4兄弟のうち、八兵衛だけこの類族名簿には見当たらないが、一連の
名簿のなかにある吉十郎孫の利三郎という人物が八兵衛に当たるのではないか
と考えられる。管見の範囲では改名届を見つけられなかったが、利三郎が八兵
衛であると推測することは許されると思う。
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このように、「奇特」な行為は類族・非類族の区別なく褒賞の対象となった。
「奇特者」を列挙してある文書には、類族と非類族の記載はない。このことか
らも、日常生活上、類族と非類族の区別は明快ではなかったといえよう。

3．類族と檀那寺

つぎに注目したいのは檀那寺である。類族の婚姻・養子縁組に関する史料を
検討して気づくのは、それらによって、ただちに檀那寺を変更するとは限らな
かったということである

28）
。臼杵藩では、同一家族内で檀那寺が異なる半檀家と

いう状態が珍しくなかった。それは、類族か非類族かで差異はない。たとえば、
先に見た「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

29）
には、同一家族内で異なる檀那寺

を持っていたことを一目で確認できる。
一方で、後日に寺替えする者も少なくなかった。たとえば、元禄年間（1688

～1704）の寺替えを記録した史料には、つぎのようにある
30）

。
一�、多田伴右衛門妻幷娘まん〆弐人、福聚院旦那ニて有之候処、伴右衛門

同前見星寺旦那ニ成申候、両寺之手形取之
これによれば、多田伴右衛門の妻と娘が檀那寺について、それまでの福聚院

から伴右衛門と同じ見星寺へ替えることになり、両寺の同意を取り付けたとい
う。この史料はこうした寺替えのリストであるが、この事例は非類族のもので
ある。この場合は縁組後、時間が経ってからの寺替えであるが、非類族の寺替
えのタイミングは、縁組のときとその後の両方の可能性があると考えられる。

また、この元禄年間の寺替えリストの史料では、類族の場合はつぎのような
記載になっている

31）
。

一�、野津大内村七右衛門子仁助、妙正寺旦那ニ而候得共、安養寺旦那ニ申
渡候

　�此仁助儀類族ニ而候、実ハ妙正寺旦那ニ而候へ共、庄屋方ゟ安養寺と書
違出ニ付、本帳も其通ニて有之候、違候段今度申出候ニ付、本帳之通ニ

替させ申候
これによれば、野津大内村の七右衛門の子の仁助は妙正寺が檀那寺であるが、
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安養寺を檀那寺とするように申し渡されたという。その理由は、この仁助は類
族で、本来は妙正寺が檀那寺であったが、庄屋から藩へ届け出るさい、安養寺
が檀那寺である旨、書き誤ったためであるとされる。

これに関連して、この元禄年間の寺替えリストの冒頭の部分を見よう。そこ
にはつぎのようにある

32）
。

（前欠）寺為替候事不成、せめて養母［　　　］成共と望申段尤ニ付、養
母寺ニかへさせ申候、養母も類族ニて是ハ各別之事故、右之通申渡し候

前を欠いているのは残念であるが、これは類族の寺替えの事例と思われる。
養母と同じ檀那寺に替えたい旨、類族が申し出て許されたということであろう。
ただし、この場合、「寺為替候事不成」とあることから、本来、認められない
ことだったことがわかる。類族は寺替えしないのが原則であったと思われる。

そのことを示すものとして、巻之丞の事例を見よう。それは、年不詳である
が、何かの事情で長谷村の百姓が村方一統にて、檀那寺を了仁寺から善法寺へ
寺替えしようとしていた事件のときのことである。類族であった巻之丞はそれ
を望まない旨、意思表示した。史料にはつぎのようにある

33）
。

巻之丞申分、私ハ如何様之儀有之候共、先祖代々之寺相離候事難相成、殊
更類族之儀故、寺替ハ不相成、葬式等も六ケ敷と申事を承及居候間、了仁
寺へ兼而葬式等、宜敷取計被下候様頼入置候間、善法寺門徒ニ罷成候事ハ、
決而不相成との申分

これによれば、巻之丞はつぎのように主張したとされる。先祖代々の寺（了

仁寺）を離れることはできないし、とりわけ類族は、葬式などを行う場合に困
難なことが伴うから、寺替えはできない。葬式については以前から了仁寺へ丁
重にお願いしているので、善法寺の門徒になることは決してない、という。死
亡したとき、類族は非類族に比べて藩役人から検視を受けるなど、非類族より
多くの手続きが必要であった。類族は寺替えしないのが原則であったのは、そ
うした煩雑な手間のためではないかと想定される。巻之丞が、類族は「葬式等
も六ケ敷」を理由に寺替えできないと言っているのは、葬式にあたって非類族
との差異が確かに存在していたことを示しているのだろう。

ただし、18世紀中頃以降、類族でも寺替えしている事例
34）

がある。
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一、本人林三郎四郎下人治郎兵衛妻玄孫　小吉　当酉弐拾八才
　右之者、元来真宗光蓮寺旦那ニ而御座候処、養父同然同宗当寺旦那ニ罷
成度相望申候ニ付、光蓮寺与申談候、則当寺旦那ニ請込申候処実正也、依
而為後日如件

これによれば、類族の小吉は本来浄土真宗光蓮寺が檀那寺であったが、安永
6年（1777）、養父と同じ浄土真宗善正寺を檀那寺としたい旨希望し、双方の寺
の合意を取り付けたという。このように、双方の寺院の了解など、条件が整え
ば類族も寺替えが可能であったということであろう。

一方、類族・非類族の両者共通のこととして、少なくとも18世紀中期頃ま
では、家の宗教という感覚は希薄である。この段階での寺替えの理由は、先に
見たように、父や母、養父・養母と同じ寺院に檀那寺を替えたい、というもの
であった。

これが19世紀に入ると、寺替えの理由として、「家代々」「家之」という文
言が登場する。

一、本人同然久土村幸之助孫　乙之助　当丑六拾四歳
　　　　　　　　　　　　　　今名源六
　�右之者、元来禅宗当陽寺旦那ニ而御座候処、家代々之通浄土真宗当寺旦

那ニ寺替仕度願、何方も埒明候間、今日ゟ当寺旦那ニ仕候、為後日如件
これは文化2年（1805）の類族の事例

35）
である。もちろん、非類族の例もある

36）
。

いずれにしても、「家」の檀那寺という意識は初めから存在したものではなか
ったといえよう。

これに対して、藩は文政9年（1826）、一家一寺の方針を打ち出す。「一家一
寺一宗限旦那宗判帳」

37）
という史料にその方針が明快に示されている。しかし、

その後も半檀家状態は継続している。その理由はわからないが、減少してきた
とはいえ、いまだ多数の類族が存在していたことが影響していたのかもしれな
い。
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おわりに

以上、検討してきたことより、臼杵藩の類族関係史料から見える村社会の姿
として、つぎの2点を指摘して終わりたい。

第一は、類族というカテゴリーも、人々が保持する多数の属性の内の一つで
あったということである。類族と非類族が混在して村社会が成立しているだけ
でなく、同一家族内にも両者が混在しているのが普通であった。類族にとって、
類族であることが日常生活上、特別な支障をきたすことはなかったのではない
か。もし、類族と非類族の間で特別な差異があったとすれば、村社会そのもの
が支障をきたすことになるので、その点でも類族には、従来の研究で指摘され
てきたような、深刻な疎外感はなかったように思われる。

第二は、半檀家を当然とする秩序が貫徹していたということである。こうし
た宗教秩序が継続していた理由は、臼杵藩領の場合、類族の存在が影響してい
るように思われるが、もちろん、これが各地に見られる半檀家の存在を説明す
る普遍的理由にはならない。いずれにしても、檀那寺は個別的であり、少なく
とも江戸時代末期までは家の宗教という観念は未成熟であったといえる。

総じて、キリシタン禁制政策のもと類族改制度によって監視され続けた類族
も、非類族と混在する村社会のなかで非類族と共通の日常生活を送っていた。
類族の日常生活が非類族のそれとまったく異なるものであったとはいえない。

「奇特者」の褒賞でも、類族という理由で排除されることはなかった。
ただし、治者による類族の管理は厳密であったことも確かである。わけのわ

からないものは何でも「切支丹」とされたのが当時の雰囲気であり、そうした
イメージの「切支丹」を忌避する社会的傾向は強固であった

38）
。その点で、類族

はそうしたイメージによる忌掛り的なカテゴリーであった
39）

。この状態を「差
別」という語ではない、別の言葉で言い表すべきであるというのが筆者の考え
であるが、いまは適切な言葉が思い浮かばない。他日を期したい

40）
。
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成される宗門帳には、家族ごとに記載されつつも、檀那寺と類族・非類族が個別に記されてお
り、一目で類族・非類族の家族内の混在が見て取れるからである。類族の家というのは存在せ
ず、あくまで元キリシタンの本人・本人同然の者とどのような関係かが個別に確認されるとい
うのが、類族改制度の内容である。そもそも、類族に限らず、属性というのは人に付くもので
あって、どのような家に属しているかというのも人の属性と考えるべきであるというのが、現
在の筆者の考えである。もちろん、集団の属性というのもありえるが、それも結局は人の属性
に還元されるのではないか。

 9）天保2年正月23日付、久土村「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」、池見家文書、宗改6-782。
10）男性類族は玄孫まで、女性類族は孫までが類族とされた。この点については後述する。註16

参照。
11）享保7年2月4日付、宗門奉行宛、丹生原組村役人「覚」（享保6年～同10年「類族諸願日記

帳」）、池見家文書、類3-836。
12）宝暦年中（宝暦6年）「類族名寄帳」、池見家文書、類21-854。
13）享保3年正月10日付、宗門奉行宛、丹生原組村役人「覚」（正徳6年～享保6年「類族諸願日

記帳」）、池見家文書、類2-835。
14）享保12年2月4日付、宗門奉行宛、丹生原組村役人「覚」（享保11年～同15年「類族諸願日

記帳」）、池見家文書、類4-837。
15）享和3年11月14日付、臼杵藩役人宛、丹生原組村役人「覚」（享和3年～文化2年「類族諸達

留書」）、池見家文書、類8-841。
16）元禄8年6月付、「切支丹類族一件」（『憲教類典』「四ノ十六 切支丹」国立国会図書館デジタ

ルコレクション参照）。
17）享保14年7月4日付、宗門奉行宛、田中組村役人「覚」、マレガ収集文書、A15.3.11。
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18）享和3年3月8日付、宗門奉行宛、丹生原組村役人「覚」（享和3年～文化2年「類族諸達留
書」）、池見家文書、類8-841。

19）寛政元年3月4日付、宗門奉行宛、海添組村役人「覚」、マレガ収集文書、A3.18.15。
20）この史料は、何らかの理由で虎之助が類族かどうかを確認しなければならなくなったさいに、

その調べた結果を村から藩へ報告したものと思われる。虎之助の類族離脱の赦免が遅くなった
理由は不明だが、養子縁組が解消された当時、虎之助がまだ幼かったことが関係しているので
はないか。

21）菅野則子『江戸時代の孝行者 ―「孝義録」の世界―』（吉川弘文館、1999年）。
22）文化9年9月15日付、「忠孝奇特之者書付ひかえ」、池見家文書、雑3-904。
23）文化10年4月13日付、「覚」（文化7年～同12年「類族留書」）、池見家文書、類10-843。
24）天保2年正月23日付、久土村「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」、池見家文書、宗改6-782。
25）文化9年9月15日付、「忠孝奇特之者書付ひかえ」、池見家文書、雑3-904。
26）文化11年8月付、「御書物之事」（享和3年～文化2年「類族諸達留書」）、池見家文書、類

8-841。
27）天明9年正月付、「類族寄御帳」、池見家文書、類22-855。
28）近年の議論では、一家一寺と離檀禁止は近世初期から厳格に決められていたのではなく、近

世秩序の変化のなかで常識化していった創られた常識であるとされている。したがって、各地
にしばしば見られる半檀家の存在は不思議なことではない。この点の議論については、以下の
研究を参照。朴澤直秀『幕藩権力と寺檀制度』（吉川弘文館、2004年）、同『近世仏教の制度と
情報』（吉川弘文館、2015年）、林宏俊「近世後期の『離檀』をめぐる権力・寺院・民衆」（『地
方史研究』343、2010年）、小林准士「江戸幕府による離檀許可方針に関する再検討 ―寛文五
年「諸宗寺院法度」第四条解釈のゆくえ―」（『日本の人口転換開始の地域分析』〈2013～2016
年度科学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書〉、2017年）。

29）天保2年正月23日付、久土村「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」、池見家文書、宗改6-782。
30）元禄3年～同10年、寺替記録、マレガ収集文書、A5.1.5.5.2。
31）同上。
32）同上。
33）年不詳、「所々取調書」、臼杵市所蔵史料、B3-42-東4。
34）安永6年5月4日付、宗門奉行宛、善正寺「覚」、マレガ収集文書、A7.8.5.1.1。
35）文化2年2月晦日付、宗門奉行宛、安養寺「覚」、マレガ収集文書、A7.8.5.2.1。
36）たとえば、文化14年10月12日付、宗門奉行宛、香林寺「覚」、臼杵市所蔵史料、G2.170-

174.83。
37）文政9年12月付、「一家一寺一宗限旦那宗判帳」雛形、池見家文書、宗改56-832。
38）大橋幸泰『潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民衆』（講談社、2014年）、同『近世潜伏

宗教論 ―キリシタンと隠し念仏』（校倉書房、2017年）。
39）森田誠一「『切支丹類族』に現れた血縁の概念」（『社会と伝承』4-2、1960年）。
40）本書所収の清水有子論文「豊後臼杵藩の村社会における女性類族の婚姻状況をめぐって」は、

本稿の内容を発展させた内容となっている。清水論文では、類族改はキリシタンが家を基盤に
結集しないよう監視するための制度であったが、時代を下るにしたがって類族と非類族との融
合が進行したと主張する。大筋で本稿とは矛盾はないものと思うが、本稿の筆者の立場は、類
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族の関係は個人の血縁の問題であって、あくまで類族の家というのは存在しないというもので
あることを確認しておきたい。

（付記）本稿は、2017～2020年度科学研究費助成事業〈科学研究費補助金 基盤研究（B）（一
般）〉「近世日本のキリシタンと異文化交流」（課題番号17H02392）の成果の一部である。




